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に
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貌
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農
地
改
平
に
よ
b
地
主
的
土
地
所
有
は
一
態
解
践
し

t
k一
五
い
う
る
冒
と

し
て
も
、
去
十
地
域
的
具
睦
的
に
そ
の
註
態
が
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
本
摘
は
わ
れ
わ
れ
が
京
都
府
下
の
一
農
村
で
行
ワ
た
農
地
改

草
過
程
中
世
態
調
査
報
告
の
一
部
で
め
る
。
こ
こ
で
取
上
村
立
問
題
は
、

農
地
改
革
が
如
何
に
行
わ
れ
、
農
村
の
階
附
構
成
が
如
何
仁
嬰
化
し
、
故

主
後
の
生
産
力
の
擢
い
手
は
如
以
な
る
階
府
で
あ
る
か
等
の
諸
問
題
で
あ

る
が
、
制
限
き
れ
に
紙
面
の
閥
係
上
こ
れ
を
概
観
す
る
に
止
曲
、
よ
b
詳

細
な
卦
析
は
他
の
機
曾
仁
譲
石
こ
と
と
す
る
。

本
村
は
山
城
平
野
の
南
端
に
位
し
、
西
南
部
に
低
い
丘
陵
を
有
す
る
米

婆
作
中
心
の
農
村
で
あ
b
、
戦
前
に
お
い
亡
は
養
露
及
び
茶
、
木
伯
母
生

産
が
行
わ
れ
た
が
、
戦
後
こ
れ
仁
代
っ
て
梨
語
、
煩
草
、
腕
豆
等
の
商
品

作
物
炉
導
入
さ
れ
、
農
家
副
議
と
し
て
の
梱
包
則
神
話
の
生
震
が
肢
〈
行

わ
れ
て
い
る
(
伺
耳
村
は
昭
和
二
十
六
年
木
障
町
に
併
合
さ
れ
た
)
。

農
地
改
革
に
よ
る
農
家
。
艶
貌

山

崎

雄

武

農
地
改
草
直
前
昭
和
二
十
二
年
二
月
現
在
に
お
け
る
本
村
の
穂
戸
数
比

四
七
三
戸
で
め

h
、
う
ち
農
家
戸
障
は
三
二
五
戸
で
大
入
・
七
%
を
占
め

て
い
る
。
改
革
後
昭
和
一
一
十
四
年
十
二
月
現
在
に
お
い
て
は
惚
戸
敷
四
七

二
戸
町
う
ち
農
家
は
一
三
一
四
戸
で
六
八
・
入
%
を
占
め
、
改
本
過
程
に
お

け
る
戸
敏
申
関
動
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
究
に
専
業
、
兼
業
別
農
家
に
つ

き
右
の
調
査
と
は
や
や
時
期
的
守
れ
が
あ
る
が
、
昭
和
一
一
十
一
一
年
の
八
・

一
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
農
家
数
=
二
六
戸
白
う
も
専
業
農
家
は
一
八

O

戸
(
王
王
・
ニ
ー
同
)
、
農
業
世
主
と
す
る
兼
業
農
家
は
九
八
戸
(
三

0
・一

括
)
、
農
業
T
従
と
す
る
穀
業
農
家
は
四
八
戸
ご
四
・
七
匹
)
で
め
る
。

改
革
後
昭
和
二
十
五
年
八
月
一
日
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
農
家
戸
数
三
二
九

戸
申
専
業
農
家
一
八

O
戸
(
王
四
・
七

μ)、
農
業
を
主
と
す
る
設
業
農
家

入
O
戸
(
ニ
四
二
弓
再
三
農
業
を
促
と
す
る
策
業
農
家
時
六
九
戸
(
一
一
一
O

M
)
と
な
っ
て
い
る
。
郎
ち
本
村
仁
お
い
て
は
兼
業
農
家
が
比
較
的
多
〈

か
つ
増
加
の
傾
向
に
あ
る
が
、
特
仁
注
目
す
べ
き
こ
と
は
農
業
を
従
と
す

る
兼
業
農
家
の
増
加
傾
向
の
大
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
農
家
の

静
七
十
巻

九

事
四
蹴



農
地
改
草
に
よ
る
農
家
心
理
貌

閣
議
傾
向
を
示
す
色
白
で
品
ろ
う
。
ま
に
こ
の
こ
と
は
後
誼
の
農
家
経
皆

規
模
の
零
細
性
、
と
相
倹
っ
て
、
附
近
白
電
鏡
、
闘
鍛
、
禽
祉
等
へ
の
遁
勤
、

或
は
出
穣
、
小
賀
商
等
の
多
い
こ
と
と
も
開
通
し
て
お
h
、
本
村
町
近
郊

良
討
的
性
格
T
現
わ
し
て
い
る
。

弐
仁
改
草
前
に
お
け
る
日
小
作
地
別
農
地
面
積
守
昭
和
二
十
一
年
四
月

の
農
家
人
口
調
在
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
同
棚
田
判
明
三

O
一
・
四
町
の
う
ち
同

作
地
九
七
・
七
町
(
四
八
・
六
再
三
小
作
地
一

O
三
・
七
(
主
一
・
四

μ)

で
品

zo
そ
の
う
ち
水
間
は
一
九
五
・
一
町
に
て
全
耕
地
の
九
六
・
九
%

を
占
め
て
い
る
。
向
台
本
村
に
は
昭
和
三
十
二
年
現
在
約
一
一
回
町
の
林

野
が
あ
呂
が
、
そ
の
う
ち
松
林
七
一
一
町
、
雑
木
林
三
町
、
伐
採
跡
地
一
一
一
一
・

一
一
町
マ
あ
り
、
そ
の
他
竹
林
、
草
地
、
不
毛
地
等
よ
り
な
っ
て
い
る
。
瀬

慨
に
は
主
と
し
て
洞
池
に
よ
り
、
河
川
を
従
ー
と
し
て
い
る
。

ま
す
改
革
開
に
お
け
る
本
村
の
階
層
構
成
を
検
討
し
よ
う
。

下
表
に
よ
れ
ば
地
主
三
六
戸
(
全
農
家
の
一
二
再
三
間
作
農
六
三
戸

二
丸
・
四
百
六
自
小
作
農
六
八
戸
(
ニ

0
・
九
回
)
、
小
自
作
農
五
九
戸

(
一
八
二
一

μ)、
小
作
農
九
九
戸
(
三

0
・
五
弱
)
で
あ

h
、
多
少
と
色

借
人
地
を
有
す
る
農
家
が
比
般
的
多
い
。

-
所
有
規
模
別
農
家
構
成
木
村
に
か
い
で
は
十
町
M
T
L
の
大
地
主

は
存
在
せ
」
己
主
ー
十
町
府
二
戸
(
企
農
家
の

0
・
大
再
三
三
玉
町
田
間

三
戸

(
0
・
九

μ)
で
あ
る
。
乙
れ
ら
五
戸
の
地
主
は
穀
雨
よ
り
殆

E
作

(昭和112i時且)
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計

33 

3 

3

8

9

9
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6

6

5

9

2

 
q
d
 

不耕作地主

地主自作 2 26 3 2 

士山主自，j、作 8 

l地主小作

白 作 22 25 16 

日小 作 40 26 2 

小白作 58 1 

イ乍 92 7 

計 92 127 154 47 3 2 

男
h
T
年
傭
し
て
小
規
模

な
自
作
を
行
っ
て
い
に

炉
、
う
ち
一
戸
は
肥
料

飼
判
明
商
号
兼
営
し
、
二

戸
は
曾
批
員
で
あ
る
。

耕
地
を
厨
有
し
な
い

小
作
農
は
九
二
戸
で
全

農
家
の
二
八
二
一
一
%
を

占
由
、
主
反
未
満
所
有

畏
家
は
最
も
多
く
一
一
一

七
戸
で
三
九
・
一
%
で

前
者
併
合
せ
ば
一
一
一
九

戸
副
ち
全
農
家
の
六

七
・
四
%
に
及
ん
で
い

石
。
更
に
五
反
一
町

府
五
四
戸
こ
六
・
六

百
月
)
を
加
え
れ
ば
査
戸

数
の
八
四
%
仁
達
し
、

本
村
に
お
い
て
所
有
規

模
一
町
以
下
の
農
家
日

医
倒
的
仁
多
い
こ
と
を

一
目
し
て
い
る
。
一
一
一
一



町
府
は
四
七
戸
で
一
回
・
五
%
を
占
め
て
い
る
。

夫

ι第
一
表
に
よ
b
畏
嵐
範
曙
別
に
土
地
所
有
闘
係
を
み
れ
ば
、
=
日
円

以
よ
一
所
有
者
は
地
主
層
以
外
に
な
〈
、
プ
l
三
町
情
四
七
戸
に
お
ド
で
も

そ
の
二
九
戸
(
六
一
・
七
回
)
が
地
主
尉
仁
集
中
l
、
来
い
で
自
作
農
に

-
六
戸
(
三
四
%
)
で
あ
b
、
自
小
作
農
に
三
戸
(
回
・
三
角
)
品
る
に

す
き
な
い
。

こ
れ
に
反
し
て
主
反
一
町
層
五
四
戸
の
う
ち
で
は
自
小
作
、
自
作
尉

に
酪
倒
的
に
多
〈
、
夫
々
一
一
六
戸
(
四
八
・
一
が
)
、
一
一
五
戸
(
四
六
・
=
一

d
m
t
f占
め
、
地
主
尉
仁
二
戸
(
一
-
了
七
が
)
、
小
臼
作
一
戸
(
一
・
九

伝
)
一
c
品
る
。
五
反
末
浦
川
有
農
家
一
二
七
戸
仁
つ
い
て
は
小
自
作
農
取

も
多
〈
五
八
戸
(
凹
孟
。
士
再
三
自
小
作
間
吉
田

O
戸
(
一
一
二
・
闘
再
三

自
作
農
一
一
一
一
戸
(
一
七
・
回

μ)、
小
作
農
七
戸
(
五
・
主
回
)
で
あ
る
。

即
ち
階
尉
を
下
る
に
従
っ
て
そ
の
一
所
有
規
模
は
小
仁
あ
る
。

右
の
如
〈
本
村
ド
お
い
て
は
小
土
地
所
有
炉
支
配
的
で
め
る
が
、
い
ー
ま

=
一
附
以
よ
所
有
地
主
五
戸
(
金
七
地
所
有
農
罫
竺
一
・
一

μ)
の
所
有
面

積
(
約
一
二
・
一
町
)
の
全
耕
地
面
積
(
不
正
確
で
は
め
る
が
一
臆
昭
和

二
十
三
咋
八
・
一
セ
ン
サ
ス
の
商
積
一
九
一
四
・
八
町
に
止
る
)
に
肌
到
す
る

割
合
は
一

0
・
入
%
'
で
品
る
。
ま
に
土
地
所
有
農
家
の
一
一

0
・
二
%
を
占

め
る
一

i
二
一
町
所
有
農
家
四
七
戸
田
所
有
面
積
は
七
二
・
六
町
で
、
全
耕

地
の
三
七
・
=
一
%
で
あ
る
。
郎
ち
改
革
前
に
お
け
る
本
村
の
土
地
の
地
主

へ
り
集
中
度
目
比
較
的
低
い
と
一
試
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ー
と
は
不
在

地
主
を
問
題
に
し
て
も
な
ん
ら
鑓
ら
な
い
。
(
註
)

農
地
改
革
に
主
る
農
家
の
艶
観

(
註
)
本
村
に
布
け
る
不
在
地
主
由
比
温
は
低
い
故
探
〈
立
入
ら
な
い

日
炉
、
た
だ
一
ニ
町
以
上
所
有
者
が
一
戸
あ
り
而
も
そ
れ
が
一
二
月
八
町

の
大
地
主
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
地
主
は
京
都

の
商
人
で
明
治
三
十
今
頃
主

p
本
村
民
に
劃
す
る
金
貨
に
よ
る
揖
官

流
れ
の
土
地
を
集
中
L
、
明
治
末
期
に
は
本
村
に
京
位
、
更
に
約
六

町
山
山
村
も
所
有
し
た
が
大
正
末
再
び
京
都

r
鴎
位
し
た
も
心
で
あ

る。

併
し
乍
ら
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
改
革
前
に
お
り
る
地
主
の
支
配
瞳
制

の
弱
い
こ
と
合
意
味
す
る
ち
の
で
は
な
い
。
即
ち
改
革
前
に
お
い
て
は

「
間
人
慣
行
」
も
ゐ
る
税
度
残
存
し
、
村
の
支
剖
機
構
は
主
と
し
て
地
主

同
町
じ
よ
っ
て
い
h
め
ら
れ
て
い
士
。
し
か
し
一
方
、
大
正
十
三
年
の
激
し
い

小
作
宰
議
以
来
商
事
小
作
料
は
引
下
げ
ら
れ
、
小
作
人
の
意
識
は
向
上
し
、

こ
れ
に
仲
つ
で
更
に
職
時
職
後
の
農
村
イ

y
y
ν

の
過
程
を
へ
て
、
地
主

の
支
配
力
の
弱
ま
り
つ
つ
品
っ
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
で
晶
る
フ
。

E

組
営
規
模
別
畏
家
梢
成

第
二
表
仁
よ
れ
ば
五
反
l
一
町
の
極
管
規
模
農
家
が
最
ち
多
く
一
」
ハ
一

戸
で
全
戸
数
の
四
九
・
宝
%
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
五
反
末
輔

の
農
家
は
一
三
四
戸
で
四
一
・
三
%
で
あ
b
、
雨
者
小
合
せ
一
町
未
満
白

農
家
が
九

0
・
八
%
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
仁
仙
劃
し
て
一
一
一
町
掃
は
三

O
戸
で
九
・
三
%
に
す
吉
ナ
、
組
皆
規
模
二
町
以
ょ
の
農
家
は
在
在
し
な

い
。
即
ち
前
述
せ
る
土
地
所
有
の
零
細
性
と
封
躍
し
て
鰹
皆
規
模
色
ま
に

零
細
な
6
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
ロ

第
七
十
巻

一
第
四
蹴



農
地
改
革
に
よ
る
農
家
の
箆
貌

第百表 改革前仁お付る経営規模別構成 (昭和22斗2月)

一一一一一一-lml.11-.212汁己司Iiii-寸施 』層 |州作 1
5反未満

1
5反吋 1

不耕作地主 i
地主自作 19 10 ぐ1 33 

地主自小作 3 3 

地主小作

白 作 27 29 7 63 

自 作 17 44 7 08 

目 作 13 38 8 59 

d、 作 58 ， 37 4 99 

計 134 161 30 325 

次
に
範
暢
別
に
縛
営

規
模
音
被
討
し
よ
う
。

ま
T
地
主
府
に
お
い
て

は
そ
の
主
ご
・
八
%
が

五
反
未
備
で
あ
b
、
五

反

i
一
町
情
は
三
大
・

一
%
、
一
一
一
町
開
聞
は

-
二
・
一
%
で
あ
る
。

印
ち
地
主
肘
に
お
い
て

は
椛
米
農
家
的
性
格
が

比
肺
的
強
い

k
云
い
ヲ

る
で
品
ろ
う
。
か
か
る

傾
向
を
よ

b
盟
〈
示
す

も
の
は
小
作
府
で
あ

b
、
そ
の
宝
入
・
六
%

(
五
八
戸
)
が
主
反
未

満
で
品
b
、
五
反

l
-

町
厨
は
三
七
・
四
%
(
コ
一

七
戸
)
、
一
ー
j
二
町
尉

は
山
聞
か
四
%
(
岡
戸
)

じ
す
ぎ
な
い
。
か
つ
五

反
未
満
の
偲
農
家
の
う

第
七
十
巻

一= 

第
四
掠

四

ち
小
作
農
の
占
め
る
割
合
は
最
大
で
四
三
・
九
%
仁
濯
し
て
い
命
。
併
し

乍
ら
、
い
う
去
で
も
な
〈
地
主
、
小
作
隔
医
に
お
け
昌
か
か
る
同
一
傾
向

に
は
質
的
差
異
が
存
す
る
。

自
作
、
臼
小
作
及
ひ
小
自
作
肘
は
い
が
'
れ
も
一
一
一
町
府
に
お
い
て
占

め
る
比
宜
が
高
い

(
C
町
三
者
骨
計
七
三
・
=
ヲ
ヨ
ま
に
各
併
と
も
実
k

一
町
府
へ
の
集
中
度
が
高
〈
、
特
仁
小
自
作
府
及
び
自
小
作
唐
に
こ
の

傾
向
が
強
い
。
即
ち
前
者
に
お
い
て
は
総
戸
般
の
う
ち
五
反
ー
一
問
厨
六

四
・
四
%
(
=
一
八
戸
)
、
宝
反
未
満
尉
一
一
一
一
%
(
一
三
戸
)
で
あ
b
、
役
者

に
お
い
て
は
六
入
戸
の
う
ち
六
回
・
七
%
(
凹
四
戸
)
が
五
反
!
一
町
府
、

二
五
%
が
王
反
未
満
府
に
腐
し
て
い
る
。
ま
仁
王
反
未
硝
農
家
肝
仁
む
げ

る
雨
者
の
比
重
は
い
す
れ
も
低
い
。
自
作
府
に
つ
い
て
均
一
目
す
べ
き
こ
と

は
、
そ
の
四
三
・
九
財
(
ニ
七
戸
)
が
五
反
未
満
で
あ

h
、
小
自
作
並

ι

自
小
作
肘
よ
ち
劣
つ
E
い
る
こ
ー
と
で
あ
る
。

右
の
如
〈
農
業
抑
制
同
閣
の
中
堅
は
飽
時
別
仁
は
小
自
作
並
仁
自
小
作
刷
用
で

あ
h
自
作
府
こ
れ
に
次
ぐ
が
、
締
隣
組
槙
別
に
み
れ
ば
五
反
|
一
町
厨
で

品
b
比
較
的
安
定
せ
る
一
町
以
上
の
農
家
の
割
合
は
九
・
三
%
に
す
ぎ
?
、

査
般
的
に
率
制
が
つ
不
安
定
な
締
管
E
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。

F

昭
和
二
十
五
勾
入
月
現
在
七
五
・
二
町
田
小
作
地
日
解
放
さ
れ
、
問
耕

地
中
自
作
地
の
占
め
る
割
合
は

λ
七
・
四
%
と
な
っ
た
。
本
村
仁
お
貯
る

改
牢
過
程
は
農
地
委
員
曾
の
推
準
に
よ
り
極
め
て
順
調
に
準
行
し
、
常
地



万
に
お
り
る
模
範
村
と
い
h
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
改
草
酒
税
に

お
付
る
諸
問
題
仁
は
立
入
ら
争
、
仁
仁
簡
単
に
地
主
、
小
作
の
掛
抗
閥
係

仁
ふ
れ
る
に
止
め
よ
う
。

地
主
側
の
抵
抗
と
し
で
の
土
地
取
上
げ
叩
っ
ち
表
面
化
せ
る
も
白
は
農

地
委
員
命
に
お
い
て
評
議
さ
れ
た
デ
一
件
で
あ
る
。
(
註
)

(
註
)
そ
心
一
件
は
地
主
が
そ
の
出
入
闘
保
山
小
作
人
目
宛
亡
し
た
白

を
槽
官
陀
耕
地
約
二
反
ど
迅
還
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
作
人

仙
の
純
借
規
模
は
約
九
反
で
あ
り
崎
木
業
を
柴
田
宮

L
比
較
的
保
裕
が

あ
る
た
め
、
地
主
所
有
山
雑
木
林
六
畝
定
時
債
で
譲
受
け
る
と
し
て

土
地
を
返
還
し
た
。
そ
川
町
際
作
離
料
な
し
。
他

ω
一
件
は
或
る
両

ω

感
情
問
題
に
端
信
賞
す
る
も
白
で
解
決
せ
ず
。

併
し
乍
ら
、
勿
論
こ
の
こ
主
は
土
地
取
上
げ
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
ち
の
で
は
な
く
、
土
地
取
上
げ
は
む
し
ろ
地
主
、
小
作
人
間
三
日

接
交
渉
仁
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
三
十
四
年
の
農
地
調
杏
に
よ
れ

ば
、
地
主
白
土
地
取
上
げ
は
一
一
八
件
、
面
積
三
・
九
岡
(
一
件
常
約
一
反
)

で
あ

b
、
零
細
町
土
地
取
上
げ
の
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

F
示
し
で
い
る
o

t
rこ
の
貼
に
闘
す
る
わ
れ
わ
れ
の
質
鵡
詞
査
仁
よ
抗
ば
、
地
主
白
詔
制

力
は
必
A
T
し
も
強
力
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

土
地
の
閣
頁

b
、
閤
小
作
糾
は
殆

E
行
わ
れ
て
い
な
い
。

t
f先
に
ふ

れ
に
不
在
大
地
主
の
土
地
管
理
人
が
約
一
町
の
耕
地
を
小
作
人
に
闇
質
り

し
l
d

コ
と
し
て
摘
設
さ
虻
た
世
帯
件
が
め
つ
に
。

地
主
、
小
作
人
の
釘
立
は
表
面
化
し
て
お
ら
十
、
農
地
改
草
に
闘
聯
す

農
地
改
革
に
主
る
農
家
の
鍵
貌

(昭和24:IF-6月)
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ィ、耕作地主

地'E自作 。 9 14 

地主同小作 1 1 

地主小作 71 

臼 fp 43 27 141 

自 {乍 64 46 1 111 

自 fド 37 37 

C'Jj 「ト 20 20 

音ト 20 144 122 38 324 

改草筏におりあ所有規崎別農家~'TI}成第 3表

第
七
十
巻

ーーコ

第
四
蹴

る
紛
併
も
品
川

E
存
在
し

た
い
。
「
出
入
慣
行
」

に
つ
い
て
み
れ
ば
、
従

来
長
ら
く
出
入
間
保
守

結
ん
で
い
口
曽
事
者
に

お
い
て
は
多
小
そ
の
慣

行
が
残
っ
て
い
る
が
、

攻
の
世
代
の
若
い
人
々
ー

の
一
間
仁
は
全
〈
み
ら
れ

l

，、。

T
一し次

に
改
革
後
に
む
り

る
階
婿
構
成
の
礎
化
に

つ
い
て
所
有
規
模
別
に

険
副
し
よ
う
(
以
下
町

数
字
は
昭
和
二
十
四
年

六
月
現
在
白
調
査
日
よ

る
も
の
で
あ
b
、
解
放

抽
既
定
面
漬
ほ
約
二
一
%

残
っ
て
い
る
が
大
勢
じ

拶
縛
な
h
も
の
と
唱
え

る)。
五



農
地
改
革
に
工
る
農
家
自
慢
税

-
所
有
掴
模
別
農
家
協
成

第
三
表
に
よ
れ
ば
、
改
革
後
仁
お
い
て
も
所
有
規
模
五
反
未
満
町
一
農
家

が
最
も
多
〈
一
四
四
戸

ZS農
家
泊
四
四
・
四
%
)
を
占
也
、
こ
れ
に
弐

い
で
五
反

i
一
町
尉
計
二
一
二
戸
(
一
一
一
七
・
六

μ)
で
あ
b
、
こ
白
雨
者

叩
全
農
家
町
一
入
一
一
%
J
ず
占
め
て
い
る
。
こ
れ
仁
反
し
三
町
以
上
所
布
地
主

は
消
滅
し
、
士
地
を
所
有
し
な
い
農
家
は
激
減
し
て
お

b
一ー
l
三
町
肘
農

家
は
や
や
減
少
し
て
い
る
。
か
か
る
現
象
は
今
次
改
革
に
誕
〈
必
然
的
結

果
で
あ
る
。
い
ま
第
一
表
と
第
三
表
世
封
比
す
れ
ば
明
隙
で
あ
b
、
改
革

前
仁
お
り
る
土
地
守
所
有
し
な
い
農
家
革
に
上
掛
土
地
所
有
農
家
が
、
各

々
一
町
以
下
の
零
細
所
有
附
に
上
昇
乃
至
下
降
し
で
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
い
ま
こ
れ
を
内
容
的
に
検
討
す
れ
ば
弐
の
如
〈
で
あ
る
。

改
革
告
別
に
お
け
る
三
町
以
上
の
地
主
五
戸
の
う
ち
四
戸
ど
J
一
=
町
医

に
、
一
戸
が
宜
反
一
町
川
市
に
下
落
。
一
三
町
股
に
お
ド
て
は
全
農
家

四
七
戸
の
う
ち
六
六
回
仁
及
ぶ
ゴ
ご
戸
が
異
動
な
く
、
一
五
戸
三
一
一
・

九
河
)
が
主
反

l
一
同
鮮
に
、
一
戸
が
五
反
未
満
尉
に
開
港
し
て
い
4
0
。

五
反
一
町
厨
五
回
戸
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
八
八
・
九
%
を
占
め
る

四
八
戸
「
嬰
勘
な
〈
、
四
戸
が
五
反
末
梢
府
に
下
降
し
一
戸
が
了
一
一
一
町

府
に
上
昇
し
て
い
る
。
五
反
来
満
附
の
一
一
一
七
戸
に
お
い

τは
、
ア
に
の
六

二
・
二
回
の
入
O
戸
に
箆
勘
な
く
、
三
七
・
入
%
や
一
占
め
る
四
七
戸
は
五

反
l
一
J
町
刷
用
に
よ
昇
し
て
い
る
。
政
草
前
仁
土
地
そ
所
有
し
な
い
農
家
九

二
戸
の
う
ち
六
-
戸
(
六
六
・
一
弓
出
)
日
王
反
未
満
附
に
土
昇
、
竺
O

戸
合
二
・
七
百
)
は
鑓
動
な
〈
、
一
O
戸
(
一

0
・
九
一
件
)
は
五
反

第
七
ト
ヤ
巻

第
阿
揖

~ 
r、

= 
同

一
段
一
闘
を
小
作
し
て
い
た
一
戸
は
賃
静
岡

)
町
同
胞
仁
上
昇
し
て
お

h
、

者
仁
輔
落
し
て
い
る
。

弐
に
範
鴎
別
に
土
地
所
有
闘
耐
を
み
れ
ば
、
地
主
附
に
お
い
て
は
一

三
町
同
市
が
多
い
(
そ
四
六
六
・
七
封
)
。
自
作
府
に
お
い
て
は
五
反
一
町

府
に
屈
す
る
農
家
が
約
百
O
%
を
し
め
、
主
反
未
満
尉
及
び
一
三
町
田
舶

が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
日
小
作
附
仁
お
い
て
は
五
反
未
満
尉
(
五
七
・

七
回
)
お
よ
び
玉
反

l
一
町
府
(
四
一
・
四
阿
仁
集
中
し
で
い
る
。
小
田

作
附
は
五
反
未
満
尉
に
の
み
届
心
、
小
作
貯
は
土
地
を
所
有
r

し
な
い
。
主

地
合
所
有
ん
な
い
昌
明
或
は
全
農
家
の
六
・
ニ
列
会
一
O
戸
)
で
品
る
n

ま
た
一
|
一
ニ
町
厨
は
一
戸
を
除
雪
自
作
肘
(
七
一
・
一
%
)
と
地
主
府

(
二
六
・
=
一
V
H
U

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
五
皮
一
町
野
に
お
い

て
自
作
厨

(
E
K
・
ニ
必
て
と
自
小
作
尉
(
一
一
一
七
・
七
出
)
に
よ
っ
て
し

め
ら
れ
、
五
反
未
精
府
は
自
小
作
尉
に
多
〈
(
四
回
・
四
両
)
、
自
作
尉
及

び
小
自
作
尉
が
こ
れ
に
弐
い
で
い
る
。

右
に
よ
っ
で
明
ら
か
な
如
〈
、
農
地
改
革
仁
よ
っ
て
白
作
府
並
に
内
小

作
府
が
増
加
す
る
k
共
に
(
南
者
自
全
農
家
に
謝
す
る
割
守
口
七
七
・
八

%)、

v

し
の
闇
貯
が
農
村
。
中
堅
止
な
す
こ
L
」
が
知
ら
れ
る
。
な
お
地
主

府
γ

い
お
い
て
三
町
以
上
所
有
者
は
消
誠
し
に
炉
、
一
ー
一
二
町
府
が
強
訂
に

残
存
し
て
い
る
。

E

相
世
皆
規
模
別
農
家
構
成
第
四
表
に
よ

h
改
革
後
に
お
げ
る
終
営

規
模
別
構
成
を
み
れ
ほ
、
五
区

i
一
町
附
が
一
六
四
戸
で
全
畏
家
の
究

0
・

六
%
を
し
め
、
売
民
未
満
尉
は
一
四
五
戸
(
四
回
・
八
再
)
で
こ
れ
に
弐
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不耕作地主

地主白作 6 8 14 

地主自小作 1 1 

地主小作

白 作 63 69 9 141 

自 作 37 68 6 111 

自 1'" 22 15‘ 37 

イ乍 17 3 、20

計 145 164 15 324 

(昭和24年sJl)改革後にお付る経管規横別j農家構成第 4表

農
地
改
革
に
よ
る
農
家
凶
輝
貌

ぎ
こ
申
雨
者
仁
よ
っ
て

九
五
・
四
%
を
占
め
て

い
る
。
即
ち
改
革
後
に

お
い

τも
一
町
以
下
。

零
細
長
が
麿
倒
的
に
多

い
。
失
に
第
二
表
と
の

掛
比
に
お
い
て
改
革
前

後
仁
お
け
れ
鑓
化
を
械

討
し
よ
う
。
土
守
改
革

前
後
ι笠
通
じ
て
著
し
い

質
化
は
一
一
一
町
府
良

家
の
詩
財
で
品
る
。
こ

れ
に
野
レ
改
革
従
主
民

未
満
尉
及
び
五
反
一

町
府
は
と
も
に
増
加
し

て
い
る
。
い
ま
内
容
的

仁
こ
れ
を
検
討
す
れ

ば
、
改
革
ム
一
聞
に
お
け
る

一
一
一
町
府
三

O
戸
町

う
ち
改
革
後
一
占
戸

(
五
六
・
七
声
)
は
五

反
ー
一
町
府
に
落
肘
し

二
一
戸
は
同
盟
勤
し
て
い
な
い
。
主
反
1
一
町
尉
に
お
い
て
は
ニ
ハ
一
戸
の

う
ち
改
革
後
二
二
五
戸
(
八
=
一
・
九
匹
)
が
嬰
動
せ
干
、
一
一
一
戸
(
一
三

μ)
は
宝
反
宋
滴
躍
に
下
降
し
、
主
戸
(
三
・
一
J
F
F
)

は
一
一
一
町
府
仁

上
昇
し
て
い
る
。
五
反
未
吋
皆
「
お
い
て
は
二
二
四
戸
の
う
ち
九
二
・
宜

%
を
じ
め
Q

一
二
四
戸
に
刷
出
動
な
く
、
九
戸
(
六
・
七
が
)
が
五
反
一

町
唐
に
、
一
戸
が
一

l
一
一
町
尉
に
土
葬
し
て
い
る
。

次
仁
施
時
晴
別
じ
極
皆
規
模
ぞ
除
討
し
よ
う
。
地
主
回
聞
に
お
い
て
は
そ
の

六
割
が
五
反
1
一
町
府
で
あ
る
が
内
他
は
五
反
未
満
尉
に
屈
す
る
。
自
作

厨
仁
お
い
て
は
主
反
ー
一
町
府
最
も
多
〈
六
九
戸
(
四
八
・
九
必
)
、
五
反

米
満
尉
は
六
二
一
戸
(
四
国
・
七
回
)
で
あ
b
一
一
一
町
府
は
九
戸
(
六
・

四
)
d
F
で
あ
る
。
併
し
乍
ち
一
一
一
町
府
の
農
家
一
宜
戸
の
っ
ち
担
炉

(六
O
M沖
)
M
V
自
作
尉
に
闘
し
、
曲
四
b
のムハ
P
M
r
自
小
作
尉
に
周
し
て
い

る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
自
小
作
厨
仁
お
い
て
国
主
反

l
一

町
腔
へ
の
集
中
度
が
高
い
(
大
了
三
百
)
O

か
つ
主
反
|
一
町
府
に
お
い

て
自
作
府
笈
び
自
小
作
岡
市
町
し
め
る
比
官
は
夫
々
四
一
了
一
%
、
四
一
-

五
%
で
あ
る
。
小
自
作
尉
に
於
い
て
は
五
反
未
満
腔
に
属
す
る
農
家
日
多

く
、
特
に
小
作
脳
に
お
い
で
は
そ
?
八
五
%
二
七
戸
)
が
五
反
未
繍
掛

に
臨
し
て
い
る
。
か
〈
ー
て
、
木
村
に
お
げ
る
農
業
生
産
力
の
世
田
い
手
は
改

革
前
に
お
い
て
は
小
自
作
、
自
小
作
刷
用
の
上
併
に
よ
っ
て
し
ゅ
ら
れ
て
い

た
が
、
改
革
後
に
お
い
て
は
、
臼
作
、
白
小
作
尉
の
上
尉
で
あ
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
の
で
品
ろ
う
。
併
し
乍
色
、
既
に
み
七
如
〈
改
革
過
程
を
遁

じ
て
本
村
に
甘
い
て
も
階
級
分
化
の
進
行
は
み
ら
れ
す
、
極
端
な
零
細
畏

第
七
十
巻

五

第
四
腕

七



農
地
政
草
に
主
る
農
家
。
援
組

が
再
編
さ
れ
て
い
ろ
。
ミ
だ
各
資
家
間
同
附
の
上
昇
、
下
降
傾
向
に
つ
い
て

ち
一
義
的
な
結
論
は
下
し
え
な
い
吠
態
仁
あ
忍
。

木
村
に
お
け
る
農
地
改
革
は
順
調
に
並
行
し
に
が
従
来
中
小
地
主
白
支

配
的
で
あ
っ

t
木
村
(
む
し
ろ
か
か
あ
場
合
が
近
畿
型
農
村
に
お
い
て
は

一
般
的
で
あ
ろ
う
が
)
に
お
い
亡
は
、
特
に
生
産
力
設
展
の
調
持
に
立
て

は
幾
多
り
問
題
を
臨
時
し
て
い
る
。
例
え
ば
耕
地
の
父
換
分
合
は
常
悠
巧
え

色
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
木
村
に
お
い
て
も
ま
宇
そ
の
た
め
に
は
耕
地
整

理
、
瀧
概
水
路
O
完
民
等
の
前
提
傑
刊
の
成
立
を
ま
に
ね
ば
な
ら
中
、
現

荘
査
然
問
題
仁
さ
れ
て
い
な
い
。

叉
本
村
に
お
い
て
は
地
主
尉
り
支
配
箇
制
は
改
革
前
に
比
し
て
著
し
く

弱
睦
化
し
て
い
る
が
、
地
主
肝
が
な
む
一
一
一
一
町
府
仁
根
舎
は

b
そ
の
勢

カ
槻
存
を
計
っ
て
い
る
こ
ー
と
も
看
泊
さ
れ
ず
は
な
ら
な
い
。

倫
農
地
改
革
遇
税
並
に
改
一
車
後
に
お
げ
る
燭
占
資
本
の
役
割
、
或
は
農

地
改
革
そ
の
も
の
批
判
等
の
諸
問
題
は
共
同
研
究
仁
欝
b
こ
こ
て
は
ふ
れ

な
か
っ
た
。

。
(
附
記
、
草
稿
は
農
政
調
査
官
の
委
蝿
に
ま
り
山
同
教
授
の
指
単
に
よ

つ
て
な
さ
れ
た
質
強
調
査
報
告
の
一
部
で
あ
る
)
。

第
七
十
番

~ 
F、

静
回
披

J、

執

筆

者

紹

介

山

間

山

崎

南居司

亮Ft 

堆

清

4喧
尾

昌

哉

永
尾
誠
之
輔

l関

来

チド

F
一
美

R
都
大
間
学
教
授

京
都
大
間
半
助
教
授

彦

和
歌
山
大
町
中
講
師

京
都
大
皐
大
串
院
月
中
生

也

京
都
大
皐
大
皐
院
聞
学
生

京
都
大
皐
大
開
学
院
畢
生

関
西
大
事
助
手




